
日本時間生物学会会則

制定 2001年 1月 1日

改正 2006年11月30日

1章名称

本会は日本時間生物学会(]apanese Society for Chronobiology)と称する。

2章 目的と事業

1. 本会は、生物の周期現象に関する科学的研究を推進し、 H寺間生物学の進歩発展を図ること、および

その成果を広め 人類の健康と福祉に寄与する ことを目的とする。

2.本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう 。

1 )学術大会及び総会の開催

2 )会誌等の発行

3 )その他本会の目的を達成するために必要とされる事業

3章組織と運営

(会員)

1 .本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、臨時会員よりなる。

2. 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て、年度会費を納めた者とする。正会員の入会

及び退会は別に定める規則による。

3.名誉会員は本会に功労のあった65歳以上の会員で、理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。

4. 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行なう者で、理事会の承認を得た者と

する。

5. I臨時会員は、正会員の紹介により、 学術集会の参加]費を納めた者とする。

(評議員)

1.評議員は推薦基準に従って正会員を評議員と して推薦し、これを理事会が決定する。任期は 6年で

再任を妨げない。

2.評議員は学会の活動を積極的に行ない、理事を選出する。

(役員)

1.本会には次の役員を置く 。

理事長 l名、 事務局長 1名、理事若干名、 Et査委員 1名

役員は正会員でなければならない。役員の任期は 3年とし、再任を妨けなし、。

2.評議員の選挙で評議員の中から理事10名を選出し、総会において決定する。

3.理事は理事会を組織し、本会の事業を行う 。

4.理事長は理事の互選で選ばれ、本会を代表し、会務を司り、総会および理事会を召集する。

5.理事会は互選で事務局長を選任し、会の総務、財務を担当させる。

6.理事会は本会の事業を行うために、必要に応じて専門委員会を設置することができる。専門委員会

は評議員から構成され、委員長は理事をあてる。これらの委員の任期は理事の改選までとする。

7.理事会は評議員の中から監査委員を選出する。理事がこれを兼務することはできなし、。

8. 理事会は学術大会会長を選出し、総会でこれを決定する。学術大会会長は理事でない場合はオブ

ザーパーとして理事会に参加するように努める。

(総会)

9. 理事長は理事会の承認を得て、 学会の運営に対する助言を行う顧問をおくことができる。顧問は65

歳以上の正会員とし、任期は理事会の任期終了までとする。

1.本会の事業および組織 ・運営に関する最終の決定は、総会の議決による。
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2.総会は、正会員より構成される。定期総会は原則と して毎年 1回開催され、理事長がこれを招集す

る。

3.定期総会の議長は、大会会長がこれにあたる。

4.理事長が必要と認めた場合、あるいは正会員の 4分の l以上 または理事の 2分の l以上の要請が

あった場合には、理事長は臨時総会を招集する。

5.総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

(学術大会)

学術大会は、原則として毎年 1回開催し、その企画 ・運営は学術大会会長がこれにあたる。

4章会計

1 .本会の年度会費は、別に定める荊II則により納入するものとする。

2.本会の会計年度は、毎年 1月1日に始まり、 12月31日に終わる。

5章 会則の変更

付則

本会の会則の改正は、理事会の審議を経て、総会における出席者の 3分の 2以上の同意を経なければな

らない。

1.本改正会則は、 2001年 1月1日から施行する。

2.本改正にともない、旧会則の学会会長、運営委員、専門委員はそれぞれ、理事長、理事および専門

委員に就任し、任期は2001年度までとする。

3.本改正にともない、運営委員会は評議員候補者を選出し、総会へ推薦する。

会則施行内規

1.入会及び退会手続き

正会員の入会は、所定の様式により、事務局長まで届け出、理事会の承認を得なければならない。

また退会しようとする者は、 事務局長まで書面をもって届け出なければ‘ならない。

2.会費納入

1 )正会員の年会費は、 5，000円とする。ただし大学院学生等は3，000円とする。

2 )名誉会員は会費及び学術大会参加費を免除する。

3 )賛助会員の年会費は、 1口、 20，000円とする。

4)年会費の改訂は総会の議決を必要とする。

5 )会費未納 2年以上経過した会員には、学会誌の発送を停止し、会費納入の督促を行う 。

6 )長期にわたり年会費を滞納 した者は、理事会の承認を得て、除名する ことができる。

3.評議員の推薦基準

1 )評議員の推薦基準は、原則として本会に所属し 3年以上の活発な活動を行い、本会の目的とす

る研究分野および関連分野での十分な研究歴と業績をもっ(筆頭著者としての原著論文 2報以

上)ものとする。

2 )会員歴が 3年未満でも、以下の条件を満たす会員は、理事の推薦と理事会の承認があれば、評

議員として推薦できる。

・本会の目的とする研究分野と関連する分野で 5年以上の研究歴を持っていること。

本会の目的とする研究分野に関連する学会に 3年以上所属し活発な活動を行っていること 0

. 上記の研究分野および関連分野で筆頭著者としての原著論文が 2報以上あること。

・年齢が35歳以上であること。

3 )学会の活動を積極的に行うため、大会に直近の 3年間に少なくとも 1回は学術大会に参加する

ことを再任の基準とする。

4. 理事の選出

1 )投票は無記名で 5名以内の連記とする。

2 )理事長は分野を勘案し、 5名の理事を評議員の中から追加して任命することが出来る。
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5.専門委員会

以下の専門委員会をおく 。

・編集委員会

・国際交流委員会

評議委員推薦委員会

広報委員会

将来計画委員会

・選挙管理委員会

奨励賞選考委員会

学術委員会

・その他、理事会が必要と認めたもの。

6. 学会事務局(会計責任者)は事務局長の所属する機関に置く 。

7. 日本H寺間生物学会学術奨励賞の選考基準

1) I時間生物学領域で顕著な業績をあげ、今後の活躍が期待される若手研究者を表彰する。

2 )本賞受賞者の年齢制限は、原則として応募時点で37歳以下とする。

3 )上記の 目的で理事の中から委員長 1名、委員4名より成る選考委員会を設け、公募により募集

した候補者の中から本章受賞者を原則と して毎年基礎 ・科学部門 l、|臨床 ・社会部門 lの計 2

名選定 し、賞金を贈呈する。

4 )委員会は毎年設置し、委員長及び委員を理事会が理事の中から選出し、選考委員の任期は理事

の期間とする。

8.賛助会員に関する取り決め

1 )賛助会員の定義

賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行う 者で、理事会の承認を得

た者とする。

2 )会費

・賛助会員の年会費は、 一口 (20，000円)以上とする。

3 )賛助会員の特典

・一口につき 1名の大会参加費を事務局が負担する。

・日本時間生物学会会誌に賛助会員リストを掲載し、謝意を表す。

・日本時間生物学会会誌に広告記事を掲載できるものとする。学会誌への広告記事の掲載は

1年間 (会費の有効期間)とし、掲載ページの場所と大きさは口数に応じて事務局で判断

する。

・日本時間生物学会の大会での展示などをする場合は優遇する。

4 )賛助会員の会費の取り扱い

・賛助会員の会費を学術大会の運営費に充当する場合は、 6割を超えではならない。

9.学術大会の発表に関する取り決め

学術大会の「一般演題」発表の発表者(登埴者) は会員とする。

10. 時間生物学会優秀ポスター貨の制定

1) :賞の名称および目的 ・貨の名称は日本時間生物学会学術大会優秀ポスタ ー賞とし、若手研究者

の育成を目的とする。

2 )対象者:受賞対象者は日本時間生物学会学術大会において優秀なポスタ一発表をした者とする。

3 )人 数:受賞者の人数はおおむね発表者の 5~10%で、基礎 ・ 科学部門 4 名、臨床 ・ 社会部門

2名を基本とし、柔軟に対応する。同一研究室から複数の受賞ー者を選出しない。

4 )選 考:選考は選考委員会によって下記のように行う 。

・理事会において、理事 1~Iおよび若手研究者 3~4 名からなる選考委員会のメンバーを選

出する。選考委員の任期は理事の任期に準ずる。
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選考委員会の委員長は理事が務める。

・選考委員会において学会会員の中から審査員を選出する。審査員の人数は発表者の20%程

度とする 0

・審査員は学会会期中に全てのポスタ ー発表に目を通し、優秀なポスタ ー発表を選び投票す

る。投票の方法は別に定める。 (附則1)

・投票結果に基づき、選考委員会で受賞者を決定する。(附則 2) 

5 )発 表:学術大会期間中に受賞者を発表して表彰する。

6 )賞 品.賞状に加え、学会参加費及び懇親会参加費に相当する金額の賞金を贈呈する。これに

学術大会会長の選定した賞品を追加することは妨げない。

※附則 1 審査員は、受賞者の人数の範囲内で基礎・臨床別に優秀ポスターに順位を付けて記

名投票する。場合によっては順位をつけなくても良い。

※附則 2 原則として得票数に基づいて選考するが、順位、受賞歴なども考慮する。

11.この内規の改定は理事会の議決を必要とする。

2005年 2月2日一部変更

2005年 4月23日一部変更

6.学会事務局設置に関する記述を追加

5.学術委員会を追加

7.学術奨励賞選考基準を追加

8.賛助会員に関する取り決めを追加

2. 5)学会誌発送停止基準を追加

9.一般演題登壇者の取り決めを追加

10.優秀ポスター賞制定を追加

2005年 7月8日一部変更

2006年 4月22日一部変更

2006年8月4日一部変更

2009年11月20日一部変更
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賛助会員リスト (50音順)

以下の団体(代表者、敬称111各)からは賛助会員と して学会運営に ご協力いただいております。お名

前を掲載し感謝いた します。

三協ラボサービス (株)

(株)薬研社

(椎椅明広)

(鈴木泰志)

時間生物学会事務局
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執筆要領

原稿について

本誌では、投稿原稿を受け付けています。以下の執筆要領にしたがって原稿を編集局までお送り下さい。原

稿の採用については、編集委員会が中心になって査読を行いますが、必要に応じて関連分野の専門家に依頼し

決定します。

原稿は、ワ ードプロセ ッサーまたはコンピュータソフトを用いて作成する。原稿のファイルを図表のファイ

ルとともに、編集局へメールの添付書類にてお送りください。念のため、 書式付テキスト形式 (RTF形式)で

保存したファイルも添付するようにしてください。メールで送信できない場合には、プリントアウトした原稿

1部(図表を含む)とそれらのファイルを保存したCD-ROMなどを編集局へ送付下さい。ワープロソフトは一

般に使われているものなら何でも結構ですが、使用したOS、ワープロソフト、氏名及び、ファイル名を記憶媒体

の上に明記して下さい。なお、この場合にも念のため、 RTF形式で保存したファイルも添付するようにして下

さい。

図版等のカラ ー印刷につきましては、編集担当までお問い合わせ下さい。

総説と技術ノ ート の著者には、別刷り 50音11;を?欧米|でさしあげます。50部以上希望の場合は有料となりますの

で、編集局までその旨連絡して下さい。また、非会員で総説または技術ノ ート を執筆いただいた場合、会費免

除で 1年間本学会会員になれます。

1 .総説と技術ノー卜 (電子ファイルで投稿の場合には、 5)は無くて結構です)

1 )原稿の長さ は、 I~I、表、文献を含め刷り上がりで 4~5 ページ程度( 1頁は約2100字と考えて下さい:横

1行23文字で l頁46x 2 = 92行)とする。

2 )第 l頁に表題、著者名、所属及びその所在地、 電話番号、 FAX番号、 E-mailアドレス及び脚注(必要があ

る場合)を記す。

3 )第 2頁に400字程度のアブス トラクト を記入する。

4)本文に節を設ける場合、1.、 2.、3.、・・・・とする。

5 )書体の指定は、プリントア ウ トした原稿に朱で行い、斜体 (イタ リック体)は l本下線( 一一一一一 )、

太文字(ゴシック体)は波下総 (IVVVVV、)とする。

6 )参考文献の数は特に制限しないが、 50編以内が望ま しい。参考文献は、 引用!JI買に通 し番号を付けて文末に

まとめて掲げる。本文中の引用個所には、通し番号を[ Jで示す。

(例)Ascho妊による[1 J、・・・・である[2-4J。

7 )文末の参考文献の記載は、次のようにする。

[雑誌] 通 し番号)著者名 ・誌名、巻数、ページ(発行年)

[書籍] 通し番号)著者名 .書名、ページ、発行所(発行年)

(例) 1) Aschoff J. Gerecke U. Wever R : Jpn J PhysioI17:450-457 (1967) 

2) Ascho妊J: Circadian Clocks. ed. Aschoff J. pp 95-111. North-l-Iolland. Amsterdam (1965) 

8 )表は原則と して 3~5 程度とするが、必要に応じて増やすことができる 。 簡潔な標題と必要な説明をつけ

て、本文とは別の用紙に作成する。

9 )図は原則と して 3~5 程度とするが、必要に応じて増やすことができる 。 図には簡単な標題を付ける 。 図

の標題と説明は別紙にまとめる。

10) 図及び表は、図 1、図 2、・・-、表 1、表 2、・・・ の通し番号で表示する。

11)図及び表を文献から引用 した場合、引用を明記する とともに、引用の許可が必要な;場合には、著者の責任

で許可をとっておく 。
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2.研究グループ

研究室や研究グループの紹介記事。 刷り上がりで 1 ~2 頁程度。 執筆者を含む顔写真、または研究現場のス

ナップ写真を少なくとも 1枚は添付する。写真には標題と説明を付ける。

3.海外レポート

留学などで滞在した研究室、訪問した研究施設、あるいは海外調査や見聞の紹介記事。写真があれば添付す

る 。 刷り上がりで 2~4 頁程度とする 。

4.関連集会報告

国内外の関連集会の紹介記事。 写真があれば添付する 。 刷り上がりで 2~4 頁程度。
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